
H20.4

平成２０年度における後期高齢者医療保険料の徴収について①

１ 国保に加入していた方

H20.10

年金から徴収

２ 被用者保険の被保険者
本人であった方

制度施行直前に・・・
H20.6～7

7.31までに10月か

らの特別徴収依頼

保険者から広域連合へ
被扶養者情報の提供
→被保険者本人と確認

前年所得額
の確定
→確定賦課

※「後期高齢者医療の被保険者となる方へのお知らせ（例）」で提示している内容を図解したものである。

仮徴収額決定通知書
（広域連合）

特別徴収開始通知書
（市町村）

個別納付

H21.4

保険料額決定通知書（広域連合）

特別徴収開始通知書（市町村）

保険料額決定通知書（広域連合）

保険料納入通知書（市町村）

7.31までに10月か

らの特別徴収依頼

①年金から徴収される方

②各自納めていただく方

年金から徴収

個別納付

個別納付 個別納付

年金から徴収

徴収方法の切り替え

徴収方法の切り替え

年金振込通知書
（年金保険者） 年金振込通知書

年金保険者からの年金振込通知書は、年金額の改定時期に合わせて毎年６月上旬に通知される。ただし、特別徴収の開始の際には、開始される年金の振込月の
上旬に改めて通知される。

（注）

参考



H20.4

平成２０年度における後期高齢者医療保険料の徴収について②

※国保に加入していた方
であって、後期高齢者
医療に加入する直前に
被用者保険の被扶養
者となった方

H20.10

年金から徴収

制度施行直前に・・・
H20.8

6.20までに8月からの

特別徴収中止依頼

保険者から広域連合
へ被扶養者情報の提
供
→広域連合において、
被扶養者であることを
確認（４月末～５月末）

※「後期高齢者医療の被保険者となる方へのお知らせ（例）」で提示している内容を図解したものである。

仮徴収額決定通知書
（広域連合）

特別徴収開始通知書
（市町村）

H21.4

年金からの
徴収を中止

本来、H20.4から保険料徴収が
凍結されるところ、一旦、年金から
の徴収が行われる。

年金から徴収した額が
賦課額を超える場合、
その超えた額を還付

３ 被用者保険の被扶養者
であった方

年金から徴収

保険料額決定通知書（広域連合）

特別徴収開始通知書（市町村）

個別納付

①年金から徴収される方

②各自納めていただく方

保険料額決定通知書（広域連合）

保険料納入通知書（市町村）（保険料徴収を凍結）

7.31までに10月か

らの特別徴収依頼

年金振込通知書

年金振込通知書
（年金保険者）

年金保険者からの年金振込通知書は、年金額の改定時期に合わせて毎年６月上旬に通知される。ただし、特別徴収の開始の際には、開始される年金の振込月の
上旬に改めて通知される。

（注）

参考


